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民事訴訟手続におけるe提出．e記録管理(デジタル化フェーズ3の未施行部分)に対応するシステムについて
’
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○令和S年5月までに施行となる改正民事訴訟法等が定めるe提出｡e記録管理(インター

ネットを利用した申立て等､事件記録の電子化)の機能を持つシステムとして､令和ﾌ年度

前半の完成を目標にTreeeSの開発を進めているところですが､裁判実務への導入を適切

に進めるためには､ユーザにおいて､必要に応じて実際に実機に触れながら習熟等を行う

期間を十分に確保することが不可欠です。

そこで､開発中のTreeeSでの改正法の施行を念頭に置きつつも､改正法の施行までの

｡準備期間を十分にとり､確実かつ円滑にこれを実施できるようにするため､現在､訴え提

起等の新規申立てや申立手数料の電子納付に関する機能を追加する改修を行っている

mintsでの施行も検討することとします。

○改正法施行時に、TreeeSとmintsのいずれのシステムを禾11用することとするのかについ
－

ては､両システムの開発･改修状況等を踏まえ､適切な時期に説明します。
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